
【妊孕性温存療法実施の流れ】

原疾患医療機関 患者
県指定妊孕性温存
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①受診

②対象となる原疾患の治療により
妊孕性が低下するおそれがある

ことを説明

③受診

④妊孕性温存療法の実施

③患者の情報提供

※この流れをサポートする機関として
“千葉県がん・生殖医療相談支援センター”

があります

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/section/seisyokuiryo/index.html
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